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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第28期

第３四半期連結
累計期間

第29期
第３四半期連結

累計期間
第28期

会計期間

自2021年
３月１日
至2021年
11月30日

自2022年
３月１日
至2022年
11月30日

自2021年
３月１日
至2022年
２月28日

売上高 （百万円） 344,620 324,248 459,532

経常利益 （百万円） 14,046 13,698 17,561

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 8,738 11,219 10,794

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 9,025 11,650 11,481

純資産額 （百万円） 53,253 59,626 55,709

総資産額 （百万円） 179,458 175,421 189,766

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 87.03 111.74 107.51

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 28.9 33.7 28.5

 

回次
第28期

第３四半期連結
会計期間

第29期
第３四半期連結

会計期間

会計期間

自2021年
９月１日
至2021年
11月30日

自2022年
９月１日
至2022年
11月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 34.13 36.88

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　　　２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　　　　３.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期

首から適用しており、当第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等に

ついては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

　なお、当社は、2022年４月14日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるIDOM Automotive Group Pty

Ltd.及びGulliver Australia Pty Ltd.の全保有株式を譲渡することについて決議し、同日付で株式譲渡契約を締結

のうえ、同年７月５日に株式譲渡を完了いたしました。これに伴い、IDOM Automotive Group Pty Ltd.及び同社の子

会社であるBuick Holdings Pty Ltd.他13社、IDOM Automotive Essendon Pty Ltd.他５社、Karmo Cars Pty Ltd.他

５社並びにGulliver Australia Pty Ltd.を第２四半期連結会計期間末において、連結の範囲から除外しておりま

す。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）経営成績に関する分析

当第３四半期連結累計期間（2022年３月１日～2022年11月30日）における国内直営店の小売台数は、102,955台（前年同

期比4.3%減）となりました。国内直営店の店舗数の純減により、小売台数は前年同期比で減少しましたが、大型店の小

売台数は前年同期比で増加しました。

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を第

１四半期連結会計期間の期首から適用しております。収益認識会計基準等の適用により、867百万円の減益要因となりま

した。

　豪州子会社の株式譲渡は2022年７月に完了しました。これにより、豪州子会社の連結対象期間は2022年３月～５月の

３ヵ月間となり、豪州セグメントでは当第３四半期連結累計期間において前年同期比で2,281百万円の減益となりまし

た。

　販売費及び一般管理費は、広告宣伝費の増加に対して、本社移転による地代家賃の減少や新規採用の抑制による従業

員数の減少による人件費の減少などにより減少しました。

　豪州子会社の株式譲渡に伴い、関係会社株式売却益を連結財務諸表において795百万円、個別財務諸表で2,871百万円

を特別利益に計上しました。また、豪州子会社の株式譲渡に伴い、過年度に計上した豪州子会社買収時ののれんの減損

損失が税務上認容（減算）される分、法人税、住民税及び事業税が減少しております。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間の実績は、売上高324,248百万円（前年同期比5.9%減）、営業利益14,115百万

円（前年同期比4.4%減）、経常利益13,698百万円（前年同期比2.5%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益11,219百

万円（前年同期比28.4%増）となりました。

 

　地域セグメント別の業績は以下のとおりです。

 

①日本

　売上高277,761百万円（前年同期比15.8%増）、セグメント利益（営業利益）12,838百万円（前年同期比13.5%増）と

なりました。主に親会社の車両販売単価の上昇や販売費及び一般管理費の減少により日本セグメントは増収増益となり

ました。

 

②豪州

　売上高44,607百万円（前年同期比56.7%減）、セグメント利益（営業利益）1,284百万円（前年同期比64.0%減）とな

りました。子会社株式譲渡により連結対象期間が３ヵ月間となったことから、豪州子会社は減収減益となりました。

 

事業セグメント別の業績は以下の通りです。

 

　第１四半期連結累計期間より、事業セグメントとして、親会社に子会社の株式会社ガリバーインシュアランスと東京

マイカー販売株式会社を含めた日本国内の中古車販売事業を国内コア事業、豪州における主に新車販売事業を展開する

豪州事業として任意で開示しております。

 

①国内コア事業

　売上高277,025百万円（前年同期比20.5%増）、セグメント利益（営業利益）13,068百万円（前年同期比18.2%増）と

なりました。国内直営店の小売台数は、店舗数の純減により減少しましたが、大型店の小売台数は堅調に推移したこと

や小売に伴う付帯収益が堅調に増加したこと、販売費及び一般管理費の減少により増収増益となりました。

 

②豪州事業

　売上高44,607百万円（前年同期比56.7%減）、セグメント利益（営業利益）1,284百万円（前年同期比66.6%減）とな

りました。子会社株式譲渡により連結対象期間が３ヵ月間となったことから、豪州事業は減収減益となりました。
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前第３四半期連結累計期間（自　2021年３月１日　至　2021年11月30日）　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 国内コア 豪州 その他（差額） のれん償却額
四半期連結損益

計算書計上額

売上高 229,837 103,123 11,658 - 344,620

セグメント利益

（営業利益）
11,057 3,849 212 △358 14,760

 

 

当第３四半期連結累計期間（自　2022年３月１日　至　2022年11月30日）　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 国内コア 豪州 その他（差額） のれん償却額
四半期連結損益

計算書計上額

売上高 277,025 44,607 2,615 - 324,248

セグメント利益

（営業利益）
13,068 1,284 △128 △108 14,115

 

（２）財政状態に関する分析

［資産の部］

当第３四半期連結会計期間末の資産の部合計は、175,421百万円（前期末比7.6%減）となりました。

流動資産は、受取手形及び売掛金が減少（前期末比2,712百万円減）したことや商品が減少（前期末比7,296百万円

減）したことなどにより、133,000百万円（前期末比5.8%減）となりました。

固定資産は、のれんが減少（前期末比5,906百万円減）したことなどにより、42,420百万円（前期末比12.8%減）とな

りました。

［負債の部］

当第３四半期連結会計期間末の負債の部合計は、115,794百万円（前期末比13.6%減）となりました。

流動負債は、買掛金が減少（前期末比19,183百万円減）した一方で、契約負債が増加（前期末比20,432百万円増）し

たことなどにより、65,390百万円（前期末比7.0%増）となりました。

固定負債は、長期借入金が減少（前期末比20,378百万円減）したことなどにより、50,403百万円（前期末比30.9%

減）となりました。

［純資産の部］

当第３四半期連結会計期間末の純資産の部合計は、利益剰余金が増加（前期末比4,073百万円増）したことなどに

より、59,626百万円（前期末比7.0%増）となりました。

 

(３）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な

変更はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 400,000,000

計 400,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）

（2022年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（2023年１月16日）

上場金融商品取引
所名又は登録認可
金融商品取引業協
会名

内容

普通株式 106,888,000 106,888,000
東京証券取引所

プライム市場

単元株式数

　　　　　100株

計 106,888,000 106,888,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　当第３四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

　当社はストック・オプション制度に準じた制度として時価発行新株予約権信託を活用したインセンティブプラ

ンを導入しております。

第９回

決議年月日 2022年10月21日
付与対象者の区分及び人数 （注）７
新株予約権の数（個） 34,000（注）１
新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,400,000
新株予約権の行使時の払込金額（円） 744（注）２

新株予約権の行使期間
自 2025年６月１日
至 2031年５月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 744 資本組入額 372（注）３

新株予約権の行使の条件 （注）５

新株予約権の譲渡に関する事項（注）４
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による本新株
予約権の取得については、当社取締役会の決議によ
る承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す
る事項

（注）６

（注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以

下同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本

新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行わ

れ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　　調整後付与株式数　＝　調整前付与株式数　×　分割（または合併）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これ

らの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の

調整を行うことができるものとする。

２ 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整

し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
1

分割（または併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自

己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会
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社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。）、次の算式に

より行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後

行使価額
＝

調整前

行使価額
×

既発行

株式数

 
＋

新規発行

株式数
×

１株あたり

払込金額

 新規発行前の１株あたりの時価

 既発行株式数　＋　新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通

株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合

には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を

行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範

囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

３ （１）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第

17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満

の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

 （２）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記（１）

記載の資本金等増加限度額から、上記（１）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

４ 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会による承認を要するものとする。

５ （１）新株予約権者は、2025年２月期または2026年２月期のいずれかの事業年度に係る有価証券報告書

に記載される監査済みの当社連結損益計算書の営業利益が300億円を超過している場合に限り、

本新株予約権を行使することができる。なお、上記における営業利益の判定に際しては、決算期

の変更、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があっ

た場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めることができるものとする。

（２）新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社の子会社もしくは関連

会社の取締役、監査役もしくは従業員であることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由

があるものと認めた場合にはこの限りではない。

（３）新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

（４）本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超

過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

（５）各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

６ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に

新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会

社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとす

る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとす

る。

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

　　　新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　　　再編対象会社の普通株式とする。

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　　　組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記（注）１に準じて決定する。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案

のうえ、上記（注）２で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記（３）

に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

（５）新株予約権を行使することができる期間

　　　行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までと

する。

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する

事項

　　　上記（注）３に準じて決定する。

（７）譲渡による新株予約権の取得の制限
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　　　譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。

（８）その他新株予約権の行使の条件

　　　上記（注）５に準じて決定する。

（９）新株予約権の取得事由及び条件

　　　(a)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしく

は分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画

について株主総会の承認（株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合

は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得する

ことができる。ただし、当社と契約関係にある信託会社が本新株予約権者である場合にはこの限

りではない。

　　　(b)新株予約権者が権利行使をする前に、上記（注）５に定める規定により本新株予約権の行使

ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができな

くなった当該新株予約権を無償で取得することができる。ただし、当社と契約関係にある信託会

社が本新株予約権者である場合にはこの限りではない。

（10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

７ 当社代表取締役社長の羽鳥貴夫は、当社グループの現在及び将来の取締役、監査役及び従業員（以下

「役職員等」という。）に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与や優秀な人材のリ

テンションを目的として、2022年10月21日開催の取締役会決議に基づき、2022年10月28日付でコタエ

ル信託株式会社を受託者として「時価発行新株予約権信託」（以下「本信託（第９回新株予約権）」

と言います。）を設定しており、当社は本信託（第９回新株予約権）に対して、会社法に基づき2022

年11月７日に第９回新株予約権を発行しております。本信託(第９回新株予約権)は、当社グループの

役職員等に対して、将来の貢献期待度に応じて、コタエル信託株式会社に付与した第９回新株予約権

を分配するものであります。既存の新株予約権を用いたインセンティブ・プランと異なり、当社の役

職員等に対して、将来の貢献度評価を基に将来時点でインセンティブの分配の多寡を決定することを

可能とし、より一層個人の努力に報いることができるようにするとともに、将来採用された当社の役

職員等に対しても、新株予約権の分配を可能とするものでもあります。第９回新株予約権の分配を受

けた者は、当該第９回新株予約権の発行要項及び取扱いに関する契約の内容に従って、当該新株予約

権を行使することができます。本信託（第９回新株予約権）の概要は以下の通りであります。

名称 20260TL0701221028 時価発行新株予約権限定責任信託

委託者 羽鳥 貴夫（当社代表取締役社長）

受託者 コタエル信託株式会社

受益者
信託期間満了日に受益者として指定された者（受益者確定手続

を経て特定されるに至ります。）

信託契約日(信託期間開始日） 2022年10月28日

信託の新株予約権（個） 34,000個

信託期間満了日（受益者指定日） 2023年４月25日

信託の目的 本新株予約権を受益者に引き渡すことを主たる目的とします。

受益者適格要件

本信託契約に基づき、交付日時点の当社役職員のうち当社が交
付ガイドラインに従って指定する者を受益者とし、各受益者の
本新株予約権の分配数量を確定します。なお、分配のための基準
は、信託契約日において定められる予定の交付ガイドラインに
規定されております。交付ガイドラインとは、本新株予約権の交
付日に本新株予約権を交付する当社役職員の範囲と数量を決定
するために当社が定めた準則であり、当社は交付ガイドライン
に従って当社役職員の業績を評価し、本新株予約権の分配を行
います。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　　 該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
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年月日
発行済株式総
数増減数

（千株）

発行済株式総
数残高

（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

2022年９月１日～

2022年11月30日
－ 106,888 － 4,157 － －

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（2022年８月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

 

①【発行済株式】

    2022年８月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式
普通株式 6,480,600

完全議決権株式（その他） 普通株式 100,374,100 1,003,741 同上

単元未満株式 普通株式 33,300 － 同上

発行済株式総数  106,888,000 － －

総株主の議決権  － 1,003,741 －

 

②【自己株式等】

    2022年８月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）      

株式会社ＩＤＯＭ
東京都千代田区丸の

内二丁目７番２号
6,480,600 － 6,480,600 6.06

計 － 6,480,600 － 6,480,600 6.06

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2022年９月１日から2022

年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（2022年３月１日から2022年11月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

EDINET提出書類

株式会社ＩＤＯＭ(E02892)

四半期報告書

10/23



１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2022年２月28日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年11月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 45,670 46,499

受取手形及び売掛金 5,620 2,907

商品 85,363 78,066

その他 4,907 5,977

貸倒引当金 △416 △450

流動資産合計 141,146 133,000

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 37,102 38,852

減価償却累計額 △16,061 △16,399

建物及び構築物（純額） 21,040 22,452

車両運搬具 298 236

減価償却累計額 △60 △126

車両運搬具（純額） 238 110

工具、器具及び備品 4,279 4,749

減価償却累計額 △3,114 △3,310

工具、器具及び備品（純額） 1,164 1,438

土地 136 136

建設仮勘定 1,083 1,540

有形固定資産合計 23,663 25,678

無形固定資産   

ソフトウエア 1,465 1,338

のれん 5,995 88

その他 4,314 2

無形固定資産合計 11,775 1,429

投資その他の資産   

投資有価証券 20 0

関係会社株式 129 29

長期貸付金 228 64

敷金及び保証金 4,405 4,823

建設協力金 4,289 4,073

繰延税金資産 3,677 5,907

その他 438 421

貸倒引当金 △8 △6

投資その他の資産合計 13,181 15,312

固定資産合計 48,620 42,420

資産合計 189,766 175,421
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2022年２月28日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年11月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 23,618 4,435

短期借入金 1,101 －

１年内返済予定の長期借入金 10,000 30,000

未払金 4,713 2,860

未払法人税等 3,960 1,008

前受金 9,548 －

契約負債 － 20,432

預り金 215 343

賞与引当金 1,965 371

商品保証引当金 884 －

その他の引当金 1,327 408

その他 3,750 5,530

流動負債合計 61,085 65,390

固定負債   

長期借入金 67,523 47,145

長期預り保証金 587 601

資産除去債務 2,236 2,474

繰延税金負債 1,535 －

その他の引当金 680 －

その他 407 183

固定負債合計 72,972 50,403

負債合計 134,057 115,794

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,157 4,157

資本剰余金 4,361 5,250

利益剰余金 49,673 53,746

自己株式 △4,344 △4,344

株主資本合計 53,847 58,809

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 168 330

その他の包括利益累計額合計 168 330

新株予約権 － 3

非支配株主持分 1,693 483

純資産合計 55,709 59,626

負債純資産合計 189,766 175,421
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2021年３月１日
　至　2021年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年３月１日
　至　2022年11月30日)

売上高 344,620 324,248

売上原価 280,249 267,921

売上総利益 64,371 56,326

販売費及び一般管理費 49,610 42,211

営業利益 14,760 14,115

営業外収益   

受取利息 24 72

補助金収入 46 26

その他 72 52

営業外収益合計 143 151

営業外費用   

支払利息 677 476

為替差損 74 37

持分法による投資損失 94 －

その他 10 53

営業外費用合計 857 567

経常利益 14,046 13,698

特別利益   

固定資産売却益 17 54

関係会社株式売却益 － 795

子会社清算益 － 19

受取補償金 25 －

補助金収入 45 91

その他 5 16

特別利益合計 94 976

特別損失   

固定資産除却損 227 92

関係会社株式売却損 303 －

店舗閉鎖損失 62 －

感染症関連損失 3 －

本社移転費用 870 －

その他 51 32

特別損失合計 1,518 124

税金等調整前四半期純利益 12,621 14,550

法人税、住民税及び事業税 3,861 3,099

法人税等調整額 △421 149

法人税等合計 3,439 3,248

四半期純利益 9,182 11,301

非支配株主に帰属する四半期純利益 443 81

親会社株主に帰属する四半期純利益 8,738 11,219
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2021年３月１日
　至　2021年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年３月１日
　至　2022年11月30日)

四半期純利益 9,182 11,301

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △159 349

持分法適用会社に対する持分相当額 2 －

その他の包括利益合計 △156 349

四半期包括利益 9,025 11,650

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 8,596 11,381

非支配株主に係る四半期包括利益 428 269

 

EDINET提出書類

株式会社ＩＤＯＭ(E02892)

四半期報告書

14/23



【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（１）連結の範囲の重要な変更

第２四半期連結会計期間において、当社の連結子会社であったIDOM Automotive Group Pty Ltd.、同社の子

会社であるBuick Holdings Pty Ltd.他13社、IDOM Automotive Essendon Pty Ltd.他５社、Karmo Cars Pty

Ltd.他５社の全ての株式を譲渡したことにより、子会社に該当しなくなったため連結の範囲から除外してお

ります。また、当社の連結子会社であったGulliver Australia Pty Ltd.の全保有株式を譲渡したことによ

り子会社に該当しなくなったため、連結の範囲から除外しております。なお、当第３四半期連結累計期間は

損益計算書のみ連結しております。

 

（２）持分法適用の範囲の重要な変更

該当事項はありません。

 

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

　これによる主な変更点は以下のとおりです。

 

・商品販売に加えて顧客にサービスを提供する保証（保証サービス）を含む場合、保証サービス部分について

は、従来は商品の引き渡し時に一括して収益を認識するとともにアフターサービス費用の支出に備えるため引

当金を計上しておりましたが、サービス提供期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。

・返品権付きの販売について、従来は売上総利益相当額に基づき「返品調整引当金」を計上しておりました

が、返品されると見込まれる商品については、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識せず、当

該商品について受け取ったまたは受け取る対価の額で返金負債を認識する方法に変更しております。

　なお、収益認識会計基準等を適用したため、「返品調整引当金」については、前連結会計年度の連結貸借対

照表において、「流動負債」の「その他の引当金」に表示していましたが、第１四半期連結会計期間より、返

品されると見込まれる商品について受け取ったまたは受け取る対価を返金負債として「流動負債」の「その

他」に、返金負債の決済時に顧客から商品及び製品を回収する権利として認識した資産を返品資産として「流

動資産」の「その他」に含めて表示しております。

 

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１

四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高が1,247百万円、売上原価379百万円減少し、営業利益、経常

利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ867百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は

5,288百万円減少しております。

　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示して

いた「前受金」、「流動負債」に表示していた「その他」に含まれていた「前受収益」は、第１四半期連結会

計期間より「契約負債」に表示することといたしました。

　なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方

法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　

2020年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約

から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計

基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基

準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期連結財務諸表に

与える影響はありません。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次

のとおりであります。

 

前第３四半期連結累計期間

（自　2021年３月１日

至　2021年11月30日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2022年３月１日

至　2022年11月30日）

減価償却費 2,090百万円 1,933百万円

のれんの償却額 358 108

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2021年３月１日　至　2021年11月30日）

１．配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日  配当の原資

2021年５月28日

定時株主総会
普通株式 532 5.30 2021年２月28日 2021年５月31日 利益剰余金

2021年10月14日

取締役会
普通株式 230 2.30 2021年８月31日 2021年11月５日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の

　末日後となるもの

　　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2022年３月１日　至　2022年11月30日）

１．配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日  配当の原資

2022年５月27日

定時株主総会
普通株式 230 2.30 2022年２月28日 2022年５月30日 利益剰余金

2022年10月14日

取締役会
普通株式 1,626 16.20 2022年８月31日 2022年11月７日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の

　末日後となるもの

　　該当事項はありません。

 

（３）株主資本の金額の著しい変動

　主に連結子会社の第三者割当増資に伴う非支配株主との取引に係る親会社持分の変動により、資本剰余金が

889百万円増加しております。

　この結果、当第３四半期連結会計期間末の資本剰余金は5,250百万円となっております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ．前第３四半期連結累計期間（自　2021年３月１日　至　2021年11月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 日本 豪州
その他
（注）1

合計
調整額
（注）2

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）3

売上高       

外部顧客への売上高 239,812 103,123 1,684 344,620 － 344,620

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 239,812 103,123 1,684 344,620 － 344,620

セグメント利益 11,313 3,565 213 15,092 △331 14,760

（注）１．「その他」の区分には、米国の事業を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△331百万円には、セグメント間取引消去27百万円及びのれん償却額△358

百万円が含まれております。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（のれんの金額の重要な変動）

　当第３四半期連結会計期間において、当社の連結子会社である株式会社モトーレングローバル及び株式会社

モトーレングランツの全保有株式を売却いたしました。これに伴い、株式会社モトーレングローバル及び株式

会社モトーレングランツを当第３四半期連結会計期間末において、連結の範囲から除外したことにより、のれ

んの金額に重要な変動が生じております。

　当該事象によるのれんの減少額は、当第３四半期連結累計期間においては1,220百万円であります。
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Ⅱ．当第３四半期連結累計期間（自　2022年３月１日　至　2022年11月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 日本 豪州
その他
（注）1

合計
調整額
（注）2

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）3

売上高       

外部顧客への売上高 277,761 44,607 1,878 324,248 － 324,248

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 277,761 44,607 1,878 324,248 － 324,248

セグメント利益 12,838 1,284 81 14,203 △88 14,115

（注）１．「その他」の区分には、米国の事業を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△88百万円には、セグメント間取引消去20百万円及びのれん償却額△108

百万円が含まれております。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントの変更等に関する事項

　（収益認識に関する会計基準等の適用）

　（会計方針の変更）に記載の通り、第１四半期連結会計期間の期首より収益認識会計基準等を適用し、収益

認識に関する会計処理の方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の測定方法を同様に変更してお

ります。

　これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間における「日本」の売上高は1,247百万円減

少し、セグメント利益は867百万円減少しております。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　（のれんの金額の重要な変動）

　第２四半期連結会計期間において、当社の連結子会社であったIDOM Automotive Group Pty Ltd.及び

Gulliver Australia Pty Ltd.の全ての株式を譲渡したことにより、子会社に該当しなくなったため連結の範

囲から除外しております。同時に、IDOM Automotive Group Pty Ltd.の子会社であるBuick Holdings Pty

Ltd.他13社、IDOM Automotive Essendon Pty Ltd.他５社、Karmo Cars Pty Ltd.他５社の全ての株式を譲渡し

たことにより、子会社に該当しなくなったため連結の範囲から除外となり、合計で28社を連結範囲から除外し

ております。これに伴い、のれんの金額に重要な変動が生じております。

　当該事象によるのれんの減少額は、当第３四半期連結累計期間においては6,436百万円であります。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当第３四半期連結累計期間（自　2022年３月１日　至　2022年11月30日）

　　顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。

（単位：百万円）

 日本 豪州
その他

（注）１
合計

　車両売上 254,331 38,579 1,878 294,790

　整備売上 6,373 2,230 － 8,603

　手数料売上 11,689 898 － 12,588

　その他売上 4,328 2,898 － 7,226

　顧客との契約から生じる収益 276,722 44,607 1,878 323,209

　その他の収益（注）２ 1,038 － － 1,038

　外部顧客への売上高 277,761 44,607 1,878 324,248

（注）１．「その他」の区分には、米国の事業を含んでおります。

２．「その他の収益」は、「リース取引に関する会計基準（企業会計基準第13号）」に基づく収益でありま

す。

 

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2021年３月１日
至　2021年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2022年３月１日
至　2022年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額 87円03銭 111円74銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（百万円）
8,738 11,219

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期

純利益金額（百万円）
8,738 11,219

普通株式の期中平均株式数（千株） 100,407 100,407

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が

あったものの概要

－

2022年10月21日取締役会決議の

第９回新株予約権

（新株予約権の数 34,000個）

（注）前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜

在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

　2022年10月14日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）配当金の総額………………………………………1,626百万円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………16円20銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2022年11月７日

　（注） 2022年８月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
      該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

2023年１月12日

株式会社ＩＤＯＭ

取締役会　御中

 

太陽有限責任監査法人

東京事務所

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士  鶴　見　　　寛　　印

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士  堤　　　　　康　　印

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＩＤＯ

Ｍの2022年３月１日から2023年２月28日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2022年９月１日から2022年11月

30日まで）及び第３四半期連結累計期間（2022年３月１日から2022年11月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわ

ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＩＤＯＭ及び連結子会社の2022年11月30日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点

において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と
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認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど

うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上

 

 (注)１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書

        提出会社)が別途保管しております。

　 　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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